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ＥＣのテレビ政策

共同市場の完成へ向げて

清　水　貞　俊

Ｉ　はじめに　　共同市場の完成へ向げて

　Ｅ　Ｅ　Ｃはよく知られているようにヨーロッバ諸国（現在１２ヵ国）の中で共同市

場を形成し・それを基礎として ヨーロッバの政治 ・経済の統合をはかろうとす

るものである 。関税同盟を基礎とし，サ ービス，人，資本の自由移動をはかる

ことが中心とな っている 。商品移動については１９６８年７月１目に関税同盟が完

成し，域内の商品移動は関税の面からするならば，もはや国境で課する関税は

かからず，その点では自由化が実現されたといえる
。

　しかしこれで域内の共同市場が実現されたかというと（ここで共同市場とは商

品のみでたく ，サーピス，労働力，資本の総てについてであるが），まだ多くの障壁

が残 っており ，これで共同市場が完成したとはいえたい。商品及びサービ刈こ

限っ て見ても多くの障壁が残っている 。

　Ｅ　Ｃ委員会は商品貿易についてこれらの障壁を三つのカテゴリーに分げてい

る。（１）フィジカノレ ・バリアーといわれるもので，国境におげる書類の手続に関

する障壁で ，国によっ て様式が異た ったり故思に複雑なものにしたりしている

ものである 。（２）テクニカノレ ・バリアーといわれるもので，特に食物，動植物の

検疫，安全基準（スタソタート）に関するもの。（３）フィスヵル ・バリァーといわ

れるもので特にＶＡＴ（付加価値税）及ぴその他の問接税の税率の違いが財政国

境を形成している 。以上ゴつの他に更に加えるならは，農産物貿易における国

境調整金の残存，更に又これも一種のテクニヵル ・ハリァーであろうが，上の

（２）に掲げた法政上のものではなく ，まさに技術的な副こよる違い，例えばテレ
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ピジ ョソにおげるドイツのＰＡＬ方式とフラソスのＳ　ＥＣＡＭ方式の違いによ

る市場の分断とい ったものも存在している 。これら総ての障壁をとり払って ，

まさにヨーロヅパ統一市場を完成させることが，現在緊急の課題にな っている 。

ヨーロッパのテレピジ ョソ政策もこの一環として考えられる 。

　真の共同市場の完成ということが最近特に強調されるようにな って来た背景

を少し見ておこう 。１９６０年代はいわぱ過渡期の段階に属し，特に関税同盟の完

成（及びそれと関連して農業共同市場の完成も含まれるが）に力点がおかれ，その意

味からすれは目標を１年半上まわ って完成することができた。１９７０年代は低迷

の時期であるが，主要目標は通貨同盟におかれたといえる 。それとの関連では

経済政策の調整が先かあとかという議論があり ，この詳細は本稿の内容の外に

ある間題であるが，通貨の統合をプ ヅノユ することにより ，経済政策の接近を

否応なしにプゾ■ユさせようとした意図があ ったことは事実である 。しかし実

際間題としては，１９７１年に発足したＥＭＵ（経済通貨問題）は１９７９年に装いを新

たにしてＥＭＳ（欧州通貨制度）として再発足することにな ったが，主要には為

替相場の調整機構にすぎず，経済政策の収敏には行かず，そこから発する矛盾

は数度に及ぶ通貨調整で切抜けてきたといえる 。他方この時期は特に１９７３年以

降の世界経済の低滞の中で目本及びその他のＮＩＣｓの欧州進出，エレクトロ

ニックス（特に半導体産業）のおくれがめだ ってきた。このような事態の中で欧

州市場の狭隆と分断が再認識されだし，関税同盟完成後におげる障壁として新

たに以上にあげた多くの非関税障壁の存在がめだ ってきたのである 。

　かくして１９８０年代後半の目標として共同市場の完成が声高に宣言され，１９９２

年がその完成の時期として設定されたのである 。１９８５年６月Ｅ　Ｃ委員会は『域

内市場完成に関するＥ　Ｃ委員会白書』を欧州理事会に提出し，Ｅ　Ｃ域内の財貨

・サ ービスの移動に対するあらゆる障壁の除去を提案し，除去の対象となる具

体的項目を２００以上列挙し，その廃止のタイムスケジ ューノレを述べている 。

　それとほぼ同時期にＥ　Ｃ委員会はいわゆる委員会青書『国境のたいテレビジ
　ユ）
ヨソ』を発表している 。こちらの方が共同市場の完成についての白書より早く

でているが，しかし，商品及びサ ーピスの移動の自由化の一環としてこの青書

　　　　　　　　　　　　　　　　（５８３）
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は考えるべきである 。しかし同時にこれは１９７０年代末から急速に．発展してきた

通信 ・情報ネ ットワークと関連し，又宇宙衛星及び宇宙衛星放送の急速な発展

と関連している 。

　　１）　Ｃｏｍｍ１ｓｓ１ｏｎ　ｄｅｓ　ＣＥ，Ｔ６１６ｖ１ｓ１ｏｎ　ｓａｎｓ　ｆｒｏｎｔ１さｒｅｓ　Ｌ１ｖｒｅ　ｖｅｒｔ　ｓｕｒ１’６ｔａｂ１１ｓｓｅ
－

　　　 ｍｅｎｔ　ｄｕ　ｍａｒｃｈ６ｃｏｍｍｕｎ　ｄｅ１ａ　ｒａｄ１ｏｄ１丘ｕｓ１ｏｎ，ｎｏｔａｍｍｅｎｔ　ｐａｒ　ｓａｔｅｌ１１ｔｅ　ｅｔ

　　　ｐａｒ　ｃ会ｂ１ｅ．ｄｏｃ．ＣＯＭ．　（８４）３００ｉｎａ１ｄｕ１４．６．１９８４
．

皿　ＣＡＴＶと衛星放送

　ＣＡＴＶは現在ケーフノレＴＶと呼はれているが，元はＣｏｍｍｕｎ１ｔｙ　Ａｎｔｅｍａ

ＴＶであ った。地方によっ てテレビのうつりが悪い場合，地域共同体で高い ，

能率の良いアソテナを立てて，それでキャッ チした電波を有線で各家庭に配送

するシステムである 。特にアメリカや ヨーロッバの田舎で送信所から遠い地域

や山岳地で発展し，今ではそれを営利事業として行なう会杜が多く設立され ，

単に放送局の電波をキャッ チして中継するだげでなく ，独自の番組を編成して

契約者に送信している 。テレヒの画質が良い上に．営利事業として行なう関係で

番組の内容も良いものが多く ，ヨーロッパではかなり普及している 。

　ＣＡＴＶの普及率は剛こよっ て異なるが，第１表及び第２表に示したような

数字とた っている 。ベルギ ー， オラソダ，スイスで圧倒帥こ多い普及率で，フ

ラソス，西独，イギリスではその率は低いが，予測としては１９９５年には３カ国

平均で１７刎こなるだろうと評価されている 。

　他方衛星によるテレビ中継は１９６２年に初めて欧米問で送受信がたされ，翌６３

第１表ケーブルテレビの普及率

ベ　ル　ギ　ー　　８０％以上

フ　ラ　 ン　ス　　２％

西　　　　独　　４劣

スウェーデソ 　５劣

オース．トリー　　９％

デソマーク　１０％
ノノレウェー　１４％

アイルラソド　　２５％

ス　　イ　　ス　　４７％

オ　ラ　 ソ　ダ　　５４劣

出所 ：Ｅ　Ｃ委．３０Ｊｏ岨ｓ　ｄ’Ｅ岨ｏｐｅ，Ｆｅｂ　１９８６

　　　　　　　　　　　（５８４）
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ケーブル ・ネ ットにつなが っている割合

８！

フ　　ラ　　ソ　　ス

英　　　　　国

西　　　　独

１９８５

２％
５　劣

４． ５劣

１９８９（予測）

４． ５劣

６． ５劣

１２％

１９９５　（予測）

／平均…

出所 ：欧州議会，Ｗｏｒｋｉｎｇ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ ，３０Ｓｅｐｔ ．ユ９８５

年には目米問でテレビ中継実験，６４年にシンコム３による東京オリソピ ック中

継がアメリカ経由で世界に向けて行なわれている
。

　その後の発展は特に放送面では徐々にしか発展してこなか ったが，７０年代末

から８０年代前半にかげて日本及び欧州で急速な展開が行なわれる 。１９７９年のア

リアソヌ１号の打上げ，１９８３年 ｒ一テルサヅト１号（ＥＣＳ１），８４年の同２号

の打上げを機に新しい局面に入り ，ユーテルサット ，アリアソヌ ，Ｔ．Ｄ．Ｆ
．，

第３表 衛星放送発達関連略表

１９４８

１９５０

１９５４

１９６２

１９６３ ．１１

１９６４

１９６５

１９７４

１９７５ ．　４

１９７７

１９７８

１９７９

１９８１

１９８３

１９８３

１９８４

１９８５

１９８５

１９８６

１９８６

６

１１

農蒜憶墓条約１１麦／獣犠か１柵欄を発レ又受け１る自由

ユー厚 ビジ ョソ ・コソトローノレ ・セソター開設　（本部Ｂｒｕｘｅ１１ｅｓ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番組交換のネ ットワークできる
衛星テレスターによる最初の欧米問テレビ送信

目米問テレビ中継実験（この最中にケネデ ィ暗殺される）

シソコム３による東京一アメリカ問オリソピ ック中継

イソテルサ ット暫定組織発足
　　　　　　　　　　（Ｉｎｔｅｒｎａｔ１ｏｎａ１Ｔｅ１ｅｃｏｍｕｎ１ｃａｔ１ｏｎ　Ｓａｔｅ１１１ｔｅ　Ｏ ｒｇａｎ１ｚａｔ１ｏｎ）

各国領土外からの放送防止に関する協定（海賊放送法）

ＮＡ　Ｓ　Ａ　ＡＴ　Ｓ －６によるテレビ放送最初の実験
イタリアの法律改正　Ｒ　Ａ　Ｉの独占くずれ，民営テレビの乱立

　　　　　　　　　デ レギ ュレーシ ョソの悪い標本

ＷＡ　Ｒ　Ｃ　７７

ＮＡ　Ｓ　Ａのデルタ衛星によるＮＨＫ最初の実験放送

アリアソヌ１号打上げ

ラジオ ・テレビ広告に関する合意

ユーテルサット１ ・Ｆ１打上げ　新時代開かれる

Ｕ　Ｓ　Ｃ　Ｉ（アメリカ初のＤ　Ｂ　Ｓ）……これは後に倒産 ・失敗に終る

；二１二１倉湖 オープソスヵイポ１シーの幕開け

ユーテルサ ットＦ３打上げ失敗

アリアソヌ２号打上げ失敗

スペースシャトル ・チャレソジャー打上げ失敗

（５８５）
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　　　　第４表　１９８５年時点におげる欧州の通信 ・放送衛星と打上げ計画

打ち上げ年

打ち上げ済み
１９８２

１９８３

１９８４

１９８５

打ち上げ予定
１９８６

１９８７

１９８８－９０

衛　星　名

Ｉｎｔｅ１ｓａｔ　Ｖ－Ｆ４

Ｅｕｔｅｌｓａｔ１＿Ｆ１

Ｉｎｔｅ１ｓａｔ　Ｖ＿Ｆ７

Ｉｎｔｅ１ｓａｔ　Ｖ－Ｆ８

Ｔｅ１ｅｃｏｍ１Ａ

Ｅｕｔｅ１ｓａｔ１＿Ｆ２

Ｔｅ１ｅｃｏｍ１Ｂ

Ｅｕｔｅ１ｓａｔ１＿Ｆ４

ＴＤＦ＿１（ＤＢＳ）

ＴＶ　ＳＡＴ＿１（ＤＢＳ）

ＧＤＬ＿１（ＳＥＳ）

Ｉｎｔｅ１ｓａｔ　ＶＩ－Ｆ１

Ｉｎｔｅ１ｓａｔ　ＶＩ＿Ｆ２

Ｖｉｄｅｏｓａｔ＿Ｆ１

Ｋｏｐｅｍｉｃｕｓ　Ｆ１

Ｉｒｉｓｈ（ＤＢＳ）

ＴＤＦ＿２（ＤＢＳ）

Ｔｅ１ｅ＿Ｘ（ＤＢＳ）

Ｕｎｉｓａｔ（ＤＢＳ）

通信衛星トラソスポソダー

ＤＢＳトラソスポソダー

打ち上げ予定を含む衛星のトラ
ソスポソダー数

１ラソスポソダー累計

９

４

４

１６

１０

１０

１２

１０

５

１

３

３

３

１２

１５

１８

２３

２５

３０

３９

４３

４７

６３

７３

８３

９５

１０５

１１０

１１１

１１４

１ユ７

９７

２０

米国が打ち上げた大西洋通信衛星は含まない 。

出所 ：ジ ョン ・タイドマン他著，石川周三監訳ｒ欧州のニューメディア』

ＴＶ－ＳＡＴ等々１９８０年代後半から９０年代にかげて衛星放送計画が続々と登場し

てきた（第３表，第４表参照）。 このような事情の中でＥ　Ｃのテレビ政策が要請

されたのである 。

　衛星放送とＣＡＴＶの関係であるが，相互補完的側面と競争的側面がある 。

第５表は衛星を通じて放送されている主なチャネ ノレである 。なおこの表の他に

特筆すべきものとして，英国の多くのテレピ会杜によっ て設立されたスーバー

・チャネ ノレ が２４時間放送で視聴者をあつめており ，欧州の視聴者人口の半分を

かぞえているという 。これらは大きなアソテナ（直経６メートノレ程のパラポラ ’ア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５８６）



第５表

　　　　Ｅ　Ｃのテレビ政策（清水）

欧州で衛星を通じて放送されている主なチャネル

８３

発信局 主要株主

スカイ ’、

　　チヤ子ル

（英　国）

Ｓａｔｅ１１ｉｔｅ

　　Ｔ台１６ｖｉｓｉｏｎ

ミュージ ヅク
・ボ ックス

（英　国）

Ｔｈｏｒｎ

　Ｅｍｉ／Ｖｉｒｇｉｎ

衛星名

ＥＣＳ１

ＥＣＳ１

チルトレソス
・チャネ ノレ

　（英　国）

Ｔｈｏｍ　Ｅｍｉ ｊＩ・ｔ・１・・ｔ５

プレミア
ｌ　

Ｉｎｔｅ１ｓａｔ　５

スクリーソ
スポーツ

ｌ１．ｔ・１・・ｔ５

ラー・
　ビジ ョソ

ＳＡＴ１

’（西トイソ）

１・…

膿島雄
Ｆ！・…

３ＳＡＴ

（西ドイツ）

Ｚ． Ｄ． Ｆ．，

Ｆ．， Ｓ． Ｒ． Ｇ．

Ｏ　Ｒ　ｌＥＣＳ１

テレクラブ １…１

ＴＶ５

（フラソス）

Ｔ． Ｆ． １， Ａ２，Ｆ ．■ ＥＣＳ１

Ｒ． ３， Ｓ． Ｓ． Ｒ．，

Ｒ． Ｔ． Ｂ． Ｆ．

フィルム ・ネ
ット／ＡＮＴ

；ＥＣＳ１

ＲＴＬ一フラス
（ルクセソ

　　ブルグ）
ＣＮＮ

６０％Ｒ　Ｔ　Ｌ

４０％

　ＢｅｒｔｅＩｓｍａｎｎ

（アメリカ

　　合衆国）

Ｔｕｍｅｒ

Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ

Ｓｙｓｔｅ加ｓ

ワールド ’

　　　ネ ット

（アメリカ
　　合衆国）

合衆国情報機関

ソビェトＴ　Ｖ

ＲＡＩ　Ｕｎｏ

ソビェト ・テレ
ビジ ョソ

（イタリア） 家

ＥＣＳ１

Ｉｎｔｅｒｓａｔ　５

ＥＣＳ１

Ｇｏｒｉｚｏｎｔ

ＥＣＳ１

１ヵバーする国１資金源 内容１放映時間陣聴者数

オーストリー
ベノレギー デソ
マーク ，フィソ
ラソド，スウェ
ーデ ソ， オラソ
ダ， ．ノルウニー

西ドイツ，英国 ，

スイス，フラソ
ス

フィソラソド ，

西ドイツ，オラ
ソダ，スウェー
デン１薯国，ス
イス，テソマー
ク， ベルギー

英　　国

広　告 各種の
　　内容

スポーツ

その他

広告 音　　楽

広告 １子供向け

１目
１０時問

４００万人

ユ８時間２６０万人

８時問　１３万人

西ドイツ

西ドイツ，オー
ストリー スイ
ス， 東ドイソ ，

ノルウェー

ベルギー フイ

ソラソド，フラ
ソス ，ノルウェ
ー， 西ドイツ ，

薯国１スウニー
テソ，スイス ，

オーストリー
デソマーク

西ドイソ ，オー
ストリー

欧州のホテル

ベルギ ー， 英国

広告
船番組１・・時間 １２０万人

公的
　資金

三つのチ
ャネルか
ら混成

公的
　資金

■五つのチ

ャネルか
ｊらの混成

６時問　９０万人

３時　　２７０万人

間半

１広告 総合番組

情報

公的
　資金

総合番組 ■

公的　 ．

　資金１総合番組

ベルギー　　　！広 告総合番組

８０万人

２４時問

週末毎に
２時問

２４万人

１・時剛 ２７万人

出所 ：３０Ｊｏｕｒｓ　ｄ ’Ｅｕｒｏｐｅ，Ｊａｎｖｉｅｒユｇ８５

（５８７）
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ソテナ，通常デ ッシ ュとい っている）で直接受信することも勿論可能だが経済的に

は高価につき殆んどがＣ　ＡＴＶとして配送信されている 。その点では両者は補

完的である 。しかし技術の発展により安価な小型のアソテナ（直線５０ｃｍ 程度）

で受信が可能とな って来ており ，これから計画されているものは視聴者が直接

受信する直接衛星放送（Ｄ　Ｂ　Ｓ）が多い。そこで両者の競合関係がでてくる ・

Ｄ　Ｂ　Ｓの場合は衛星打上げ及ぴそれに関連する諸費用が非常に高価につくか ，

視聴地域の設定の仕方にもよるが欧州全域をヵハーすることも可能で，潜在的

には巨大な視聴者を想定することができ，規模の経済のメリットを享受するこ

とができるだろう 。これに対してＣ　ＡＴＶは例えぱアメリヵの例では独占的な

巨大なネ ヅトワークをもつ例もあるが　般的に地域的である 。しかし費用の点

では衛星を打上げるような危険を冒すことなく ，又受信契約によっ て視聴者を

確実におさえることができ，盗聴されることがないので採算計画か容易に立て

られるかも知れない。更に今後の発展としては配送する回線を光ファイバー化

することによっ てコスト減をはかる他，双方向性をもっ たＩ　Ｓ　ＤＮの不ソトワ

ークの一環となしえ，今後の発展性を含んでいる 。今後衛星計画が進行し・数

１０にわたるチャネ ノレ がでてきた場合，Ｄ　Ｂ　Ｓが採算的に成り立つかどうか予想

が難かしいことは事実である 。１９８６年中に衛星ＴＤＦ －１ ・ＴＶ　ＳＡＴ－１の打上

げが計画されていたが未だ実現には至っていない。これは，１９８５年のユーテ ノレ

サットＦ３の打上げ失敗，１９８６年のアメリカのスペ ース ・シャトノレ（チャレソ

ジァ）の爆発，更に１９８６年５月アリアソ ・スペ ース杜のアリアソ２号の打上げ

失敗（イソテルサ ット５号Ｆ１４搭載）と相次ぐ失敗により欧米における衛星計画

が再検討され，慎重にた ったことが大きな理由である 。しかし同時にそのよう

なリスクと合せて採算見通し難の問題及びそれと関連して計画をバック ・ア ッ

プする政府の態度等も無視できない間題で，企業がこの点からも慎重になりだ

した点も理由としてあげるべきだろう 。かくして第４表に掲げた１９８６年以後の

打上げ計画は大幅に遅れたり ，再検討されたりしたのである 。

　しかしあの事故から既に２年程経ており ，事故原因の究明等進み，徐々に再

び宇宙への挑戦が始まろうとしている 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５８８）
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　イギリスではＤ　Ｂ　Ｓをめぐる各杜の競争の末，Ｂ　Ｂ　Ｃが座から下り ，Ｂ　Ｓ　Ｂ

がＤ　Ｂ　Ｓの正式認可を受け，直接放送を１９８９年に開始する予定で準備を進めて

いる 。この計画にはグラナダ ・グルーブ，アムストラ ッド，ピアソソ，バージ

ソ・ アングリア ・グループ等が参加している 。又これとは別に１９８７年９月１６目
，

１２ヵ月の休止を破 ってアリアソ３号が打上げに成功した。このロケ ットは二つ

の衛星を搭載しており ，一つは ロサソゼルスのヒューズ ・エァクラフト杜が製

造したオーストラリアの通信衛星で，もう一つはＥＳＡ（欧州宇宙機関）が製造

し， かつ所有する通信 ・放送衛星てある 。既に五つの会杜　　カーノレトソ ・コ

ミュニケーショソズ，デ ィクソソズ，サ ーチ ・アソド ・サ ーチ，テームズ ・テ

レヒ：■ヨソ，ロソトソ ・ウィークエソト ・テレヒソヨソ　　からなるコソソー

シァムが彬成され欧州全域をカバーする二つのチャ ネノレ を発足させる準備をし
　　ユ）
ている 。これはＣ　ＡＴＶとして ，及びＤ　Ｂ　Ｓとして両方でキャッ チできる商業

テレビとなる予定である 。

　このような動きを契機に，１９８６年以後頓挫していた衛星放送競争が再び活発

にな ってくるものと思われる 。

　　１）Ｔｈｅ　Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ　Ｐｏｓｔ，１９８７，Ｓｅｐｔ．１６．及びＴｈｅ　Ｆｉｎａｎｃｉａ１Ｔｉｍｅｓ，１９８７
，

　　　Ｓｅｐｔ．　１７

皿　Ｅ　Ｃのテレビ政策

　広い意味でのテレビジ ョソ産業は非常に多くの分野を含んでいる 。即ち放送

産業は情報や文化 ・娯楽を提供するサ ービス 業であり ，又広告産業の広告を伝

える媒体でもある 。その意味でサ ービス産業として位置づげされる 。同時に放

送に関連する機器の面から見ると一連の電気 ・無線 ・放送関連の機器の製造販

売と関連する 。これは更に広が って宇宙衛星の打上げ（衛星本体，打上げ 口ヶ ツ

ト， 地上局）に迄及ぶ。１これらは商品の共同市場と関連するが，商品共同市場

といえぼ，単に放送関連の機器のみでなく ，洗濯機や皿洗い機，衣類や農業機

　　　　　　　　　　　　　　　　（５８９）
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械， 更にはドッ グ・ フードその他もろもろの商品の共同市場の完成に大きく関

連する 。即ち広告という媒体を通じて欧州が一つになるからである 。

　上流の方へ遡ると番組の製作 ・編成及びその販売がある 。放送が欧州規模で

なされれぱ番組そのものも欧州全体を意識したものになり ，又はなるべきで ，

番組製作自体が国家の規模を越えた欧州的なものが多くたる 。文化創造活動或

は思想の表現，伝播活動にかかわるもので，これらの欧州的な自由流通にかか

わっ てくる 。テレピジ ョソは更にＣＡＴＶのネ ットワークの中では特にオーデ

ィォヴィジ ュァノレ た通信 ・情報ネ ットワークの一環として成長する可能性をも

っており ，以上を総合的に見てＥ　Ｃ委員会はテレビジ ョソ政策を特にＤ　Ｂ　Ｓ時

代の到来を前にして産業政策の中で最も戦略的重要部門の一つとして位置つげ

ている 。以下において更に詳しく述べる 。

　１　サービス自由化と情報伝達の自由

　放送産業をサ ービス産業として位置づげた場合，ローマ条約第６０条に定める

「商業的性格の活動」と見なされ，報酬を対価として提供される給付として定

義づげられ，自由化の対象となる 。即ちこのようた活動は国境を越えて共同体

全体の中でサービス提供という経済活動を行えることにたる 。これは直接電波

の伝播を通じても，或は他のＥ　Ｃ諸国の放送をキャッチしてそれを再び電波の

移で自国内で再放映しても，或は又電波の形ではなく一定の地域に有線で伝え

ても（即ちＣＡＴＶ），同様である 。電波の，放送の，共同市場ができるわげで

あるが，この考え方は１９４８年の世界人権宣言第１９条ｒすべての人は，意見及び

表現の自由に対する権利を有する 。この権利は，干渉を受げることなく自己の

意見をもつ自由並びにあらゆる手段により ，また国境を越えると否とにかかわ

りたく ，情報及び思想を求め，受け，及び伝える自由を含む」，又１９５０年のヨ

ーロッバ人権宣言第１０条「何人も表現の自由を享有する権利を有する 。この権

利には，意見をいだく自由，ならびに，公権の介入を受げず，また国境にかか

わらず，情報及ひ思想を受げかつ伝える自由が含まれる」という人権宣言が思

想的な背景とな っている 。そして１９８４年の青書『国境のないテレビジ ョソ』も

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５９０）
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この点を強調している 。

　しかしテレヒソヨソ政策で上述の人権宣言にもられた考えがでてきたのはこ

く最近，１９８０年代にな ってからのことである 。人権旦言が出されたのは，それ

ぞれ１９４８年，１９５０年でまだテレビジ ョソは一般的でなく ，ラジオの時代であ っ

た。 この頃は東西問の対立が絶頂期であり ，ラジオで流す宣伝放送を聞かすま

いとし，妨害電波を出したりしていた時期のものである 。テレビジ ョソの電波

は一般に１００メカヘルソ 前後（ＶＨＦ），或はそれ以上（ＵＨＦ）で波長が非常

に短かく ，直進性を帯びるため遠距離に迄電波が達することは稀で，それ故テ

レピ放送は ローヵルた，ナシ ョナルたものとして一般に考えられてきた。国境

地域で受信できる隣国の放送はむしろ止むを得たいものではあるが一種の電波

公害と考えられ，なるべく隣国に害を及ぼさないような配慮がなされてきた 。

更に空間におげる電波の過密状態から国ごと，地域ごとに電波割当の国際協定

もできていた。故意に他国の住民を対象として流す放送は海賊放送と乎ばれて

規制，摘発の対象とな っていたのカ事実である 。

　事情が変 って来たのは１９７０年代後半からで宇宙衛星を通じたテレビ放送が普

及しだしてからである 。最初は電波も弱く ，送信機 ・受信機の能率も低か った

ため巨大なバラボラ ・アソテナが必要だ ったが，この時でも他国の放送をキャ

ッチしてＣ　ＡＴＶを通じて流すことが可能で，これは現在も続いているが，更

に最近では直径５０ｃｍ 前後の小型で，しかも安価なアソテナで衛星放送を直

接キャッ チできるようにな ってきた。一つの放送局の放送が衛星を通じてヨー

ロッバのほぼ全域をサ ービス ・ニリァとしてヵバーすることが可能とな ってき

た。 この時期にな って人権宣言の考え方が再び脚光をあび，かつ共同市場の完

成という掛げ声と共にクローズ ・アッ プされて来たわげである 。放送にともな

う種々の規制（放送の内容，放送時問，広告の内容，広告の時間その他）は国によっ

て法律が異な っており ，従って自国の法規制をたてに外国の放送の受信，再放

送を許可しないようなことのないようにし，電波の共同市場を実現しようとし

ている 。各国の規制にかわるものとして，或は併存するものとしてＥ　Ｃ放送法

とでもいうべきものの作成がいそがれている 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５９１）
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　２　関連機器の共同市場

　ヨーロッパでは副こよっ て事情が違うし，又最近急速に変 ってきているが ，

一般的にテレビの普及率が目本やアメリヵより低く ，又放映時問も少たい国が

多い。これはテレビに対する考え方の違いもあるし，良い番組が少たいことも

あるが，同時にＥ　Ｃのテレビジ ョソのカラー方式がフラソスのＳ　Ｅ　ＣＡＭ方式
　　　　　　　　　　　１）
と西ドイツのＰＡＬ方式の二つに大別されており ，更に国によっ てそれから派
　　　　　　　　　　　　　　　２）　　　　　　　　　　３）
生的な異な った方式をとっ ている 。欧州議会の資料によれぱ，例えぼフィリッ

プス杜は欧州の多くの異な ったスタソダードに合致したテレビジ ョソを製作す

るため１００以上の異な ったモデルのテレピ ・セットを作らねぽたらたいという 。

市場の分断がテレビ ・セットの コストを高め，普及を妨げ，国際競争力を低下

させている 。

　テレヒ 放送の宇宙時代を迎えた今，それを機に共通の技術的基礎に立ち，広

大な視聴エリアを持った統一的なテレビジ ョソのあらゆる意味での単一市場を

彬成しようとしている 。共通の技術的基礎としてＥ　Ｃ委員会はＭＡＣ／Ｐａｃｋｅｔ

　　４）
ｆａｍｉ１ｙの採用を提案し，１９８６年１１月３目に理事会でＤｉｒｅｃｔｉｖｅ として承認さ
　５）
れた 。

　ＭＡ　Ｃ方式の利点は，¢欧州で単一の規格の採用により市場の統一を可能と

したこと（これは何もＭＡＣ方式でなくとも何れの方式で統一しても同じことである

が， ＭＡ　Ｃ方式が多くの点ですぐれているため，各国が従来の方式を捨ててもこの方式

で統一が可能とた ったことをいう），◎音戸多重放送が可能であること（Ｄ２－ＭＡＣ

は音声を４チャソネ ノレ迄確保できる 。一つの画面に対して英，独，仏等多くの言葉で同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
時に送ることができる），　スクラソブ ノレ その他の方法で放送電波を変移し（コー

ド化），契約者のみがデ コーダを利用して受信することができ，放送局としては

受信料，広告料の両面で収入の確保が容易となること（テレフォソ ・ヵ一トのよ

うなカード化も考えられており ，Ｐａｙ　ｐｅｒ　ｃｈａｎｅ１，又はＰａｙ　ｐｅｒ　ｐｒｏｇｒａｍも可能とた

る），＠将来のデジタノレ化への橋渡しとする道が開げており ，高品質の画像及

ひ音戸が得られること等である 。

　Ｅ　Ｃとしては速やかにこの方式に移行することにより ，しのぎを削 って戦 っ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５９２）
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ている国際テレビ商戦で一挙に劣勢を挽回しようとしている 。或は単にテレビ

だげでたく ，これを軸に電子機器全般，持に半遵体の優位を確保する足カミかり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
にしようとしており ，ここでは特に日本を意識している 。

　直接衛星放送（Ｄ　Ｂ　Ｓ）を受信する場合は専ら新方式で，又従来の地上波又

はＣＡＴＶの場合はアダブターを便用して両者の共存の期間を置いて徐々に新

方式にかえていくやり方で，何れにしても最終的には新方式に切り替えていく 。

かくして新しい方式のテレビジ ョソ送信機，受像機の新揚需要が期待され，Ｅ

Ｃ委員会はＤ　Ｂ　Ｓ放送を受信するためのアソテナ，デ コーダその他の設備に対

Ｌて今後５～７年間に！００億ＥＣＵの需要を予測している 。又，更にＤＢＳの

ための衛星本体，打上げ ロケ ット ，地上局の設備に対してユ９８６年から１９８９年迄

の問に２０億Ｅ 　Ｃ　Ｕの需要を予測している 。

１）　
カラー　テレヒソヨノの方式としてＮＴＳＣ（Ｎａｔ１ｏｎａ１Ｔｅ１ｅｖ１ｓ１ｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ

　Ｃｏｍｍｉｔｅｅ）方式とＳＥＣＡＭ（ｓ６ｑｕｅｎｔｉａ１主ｍ６ｍｏｉｒｅ）方式とＰＡＬ（Ｐｈａｓｅ

　ａ１ｔｅｍａｔｉｏｎ　ｂｙ１ｉｎｅ）方式の三つがある 。Ｓ　Ｅ　Ｃ　ＡＭはフラソスの開発した方式

　でＰ　Ａ　Ｌは西独の開発した方式である 。現在Ｓ　Ｅ　ＣＡＭはＥ　Ｃ諸国の中ではフラ

　ソス，ギリシア，ルクセソブノレグで使用しており ，Ｐ　Ａ　Ｌは西独の他，アイルラ

　ソド，イギリス，イタリア，オラソダ，スペイソ，デソマーク ，ベノレギー ルク

　セソブルグ，ポ ノレトガノレで使用している 。なおＳ　Ｅ　Ｃ　ＡＭはソビエトを始めとし

　て東欧諸国で使用されており ，アフリカはほぼＳ　Ｅ　Ｃ　ＡＭとＰ　Ａ　Ｌで二分されて

　いる 。ＮＴ　Ｓ　Ｃ方式はアメリカの開発した方式でこれを採用している国はアメリ

　カ ，カナダの他，中南米の多くの国，アジアでは目本，韓因，フィリピソ等であ

　る 。かつて数次にわたる国際会議で方式を統一しようとしたが不調に終 った 。

２）　 Ｓ　Ｅ　Ｃ　ＡＭ及びＰ　Ａ　Ｌの異形としてはＬ（Ｓ　Ｅ　ＣＡＭ），Ｂ（Ｓ　Ｅ　ＣＡＭ），Ｇ

　（Ｓ　Ｅ　ＣＡＭ） ，Ｉ（ＰＡＬ），Ｂ（ＰＡＬ），Ｇ（ＰＡＬ），Ｈ（ＰＡＬ）等がある 。

３）　 ＥＣ　Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｐａｎ１ａｍｅｎｔ，Ｗｏｒｋ１ｎｇ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ・Ａ　Ｓｅｒ１ｅｓ・３０Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ

　１９８５，Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ａ２＿１０２／８５

４）ＭＡ　ＣとはＭｕ１ｔｉｐ１ｅｘｅｄ　Ａｎａｌｏｇｕｅ　Ｃｏ瓜ｐｏｎｅｎｔの略で，テレビ信号を分割し

　て輝度信用とカラー信号とを時問をずらして一本の走査線で送る方式である 。欧

　州産業連盟と欧州放送連合によっ て開発されたものである 。異彬方式としてＢ －

　ＭＡＣ ，Ｃ －ＭＡＣ ，Ｄ－ＭＡＣ ，Ｄ２－ＭＡＣ等があり ，これらがＭＡＣ　ｆａｍｉ１ｙ

　を構成している 。

５）　 ＥＣ　Ｃｏｍｍ１ｓｓ１ｏｎ，Ｐｒｏｐｏｓａ１ｆｏｒ　ａ　Ｃｏｕｎｃ１１Ｄ １ｒｅｃｔ１ｖｅ　ｏｎ　ｔｈｅ　ａｄｏｐｔ１ｏｎ　ｏｆ　ｃｏｍ
一

　　　　　　　　　　　　　　　　（５９３）
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　　ｍｏｎ　ｔｅｃｈｍｃａ１ｓｐｅｃ１丘ｃａｔｌｏｎｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ＭＡＣ／Ｐａｃｋｅｔ　ｆａｍ１１ｙ　ｏｆ　ｓｔａｎｄａｒｄｓ　ｆｏｒ

　　 ｄ１ｒｅｃｔｓａｔｅ１１１ｔｅｔｅ１ｅｖ１ｓ１ｏｎｂｒｏａｃａｓｔ１ｎｇ，ＣＯＭ（８６）１ｉｎａ１，ＯＪ８６／Ｃ５９／０３

　６）　その他の方法としてはニソクリプシ ョソ（ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ）という方法がある 。ス

　　　クラソブル及びエソクリプシ ョソは共に盗視聴防止方法である 。国家の観模を越

　　えて電波を発し，しかも収入を得てサーピスを提供する場合は有料放送で視聴者

　　から料金をとるシステムの場合は何らかの盗視聴防止方策をこうじる必要があ

　　る。スクラソブルの方法は各局で極秘にしているが，例えぱＯａｋ／Ｏｒｉｏｎ 方式の

　　ように，同期信号を除去したものとか，技術的には簡単なもので，アソスクラソ

　　ブル化の器具はマニアには容易に自作でき，アメリカでこのアソスクラソブラー

　　で大もうげしたという話しもある 。エソクリブシ ョソのテクニックは一層複雑で

　　電波を完全に コード化して別の秋こしてしまう方法で，特にＭＡ　Ｃシステムの方

　　法ではこのニソクリプショソが可能とたる 。

　７）　 Ｅ　Ｃ委員会で出しているＥｕｒｏｐｅａｎ　ｉ１ｅ という解説 パソフレットで将来の高

　　品位テレピジ ョソの開発競争についてＮＨＫ方式についての言及があり ，Ｅ　Ｃ方

　　式は現行方式と互換性をもちながら徐々に移行を可能にするものであると述べて

　　いる。この五１ｅに言及のあるＮＨＫ方式とは如何なる方式か分らないが，ＮＨＫ

　　では高品位テレビ（ハイビジ ョ：／）方式としてアナ ログ信号で伝送するミューズ

　　方式を開発している。最近ＫＤＤとキャノソがデジタル信号で信号を約５分の１

　　に圧縮して伝送する方式を開発して注目されている（Ｔｅ１ｅｖ１ｓ１ｏｎ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ａｕｄ１０－

　　 ｖ１ｓｕａ１ｓｅｃｔｏｒ　ｔｏｗａｒｄｓ　ａ　Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｐｏ１１ｃｙ，Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｆ１１ｅ１４／８６参照）。

　　　たお，カラー・ テレビジ ョソ ・セットの生産について欧州と日本その他の比較

　　を フィナソシァノレ ・タイムズ紙（１９８７年６月１９日号）で比較して次のような表を

　　かかげ，かつ次のように述べている 。即ち ヨーロッパはカラー・ テレビは強力な

カラー・ テレビジ ョソの欧州にお
げる生産とシ ェアー　（１９８６年）

世界のカラー・ テレビジ ョ

ソ生産台数単位 ：１００万台

総生産　　１
，５００万台 フィリッ プス 　　　６ ．２

フィリッ プス　　　　　２１％ 松　　　下　　４．７

グルソディッヒ　　　　　　１３％ ソ　　ニ　　ー　　　３．８

トム 　ソ　ソ　　　　１３％ 東　　　芝　　３ ．２

ＩＴＴ　　　　　　９％ 日　　　　立　　　３ ．１

ソ　 ー　 ソ　　　　　５％ トムソソ／ソーソ 　　３ ．０

サロラ／ルクソール　　　　５％ ＧＥ／ＲＣＡ　　　　２．８

ブラウプソクト　　　　　　４％ サムスソ（三星）　　２．５

目本の欧州におげる諸会杜　１４％ サ　ソ　ヨ　ー　　　１ ．８

そ　の　他　　　　１６％ シヤ 　ー　プ　　　１ ．７

１００％

出所 ：Ｆｍａｍａ１Ｔｍｅｓ，Ｊｍｅユ９．１９８７

　　　　　　　　　　　　（５９４）
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保護を行な っており ，Ｅ　Ｃ産と輸入品との比は１５ ：１位におさえている 。しかし

目本のメーカー がＥ　Ｃに進出してきている 。テレビを中心とした家電製品は半導

体の大きなユー ザーとな っているので，この部門を目本に奪われるとヨーロッバ

の半導体産業は世界市場で大きな打撃を受げることになると述べている 。なおこ

の表にあるトムソソ（フラソス）は１９８７年６月英国の最大のテレピ ・メーカー

ファガーソソをソーソから買収してトムソソ／ソーソ ・グ ノレープとしてフィリッ

プスに次ぐ家電 メーカーとな った。今後も家電業界の集中カミ進むものと思われ

る。 三星は韓国の企業である 。

　３　商品共同市場の促進

　すでに述べたようにＥ　Ｃでは１９９２年を目標に完全な共同市場の実現を考えて

いる 。即ちすでに述べた三つ或はそれ以上のバリアーの除去がすすめられてい

る。 ヨーロッバ的規模でのテレビ市場の実現は，このようなバリアーの除去と

いうよりは，商品の広告のヨーロッバ化を通じて積極的な販売の展開となるこ

とによっ て統一市場の促進をすることになる 。

第６表ＥＣにおげる媒体別広告費（１９８３年）　　（％）

ｉ

国　名 テレビ 印刷媒体 　　『で二と二ｉ
その他

ギリシア
５３ ．９ ３５ ．８ ■ １８１ ８． ５

ポノレトガノレ ４３ ．５ ２４ ．Ｏ
　　１１５１

３１ ．Ｏ

イタリア
３２ ．Ｏ ４２ ．Ｏ ５． ５

，

Ｉ
２０ ．５

英 国 ２５ ．１ ５０ ．６ ９． ９ １４ ．４

スペイソ
２３ ．３ ３８ ．４ ７． ２ ３１ ．１

フラソス
１５ ．５ ４８ ．２ ８．

６ ２５ ．７

西ドイツ
９． ９ ７０ ．５ １１ ．６ ８．

Ｏ

ベルギー
９． ５ ５８ ．６ １８ ．Ｏ １３ ．９

オラソダ
４． ５ ５７ ．９ ３０ ．Ｏ ７． ６

デンマーク Ｏ ５６ ．Ｏ ３３ ．Ｏ １１ ．Ｏ

出所 ：ジ ョン ・タイドマン 著， 石川周三監訳『欧州のニューメディア』

　Ｅ　Ｃ諸国での広告事情は国によっ てかなり異なる 。一般的にい ってテレビ広

告よりも印刷媒体を通じての方が多い。英国，ギリシア，イタリア，スペイソ

では広告は比較的自由である 。ベノレ ギー デ１／マークではテレビ広告は禁止さ

れている 。第６表のベルギーの数字は９．５劣とな っているが，これはルクセソ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５９５）
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ブノレクのテレビ放送ＲＴＬを通じての広告である 。他の国例えぼフラソス，西

ドイツ 等はかなりきびしい規制のもとに広告が行なわれている 。ベルギーの例

が示すように外国の広告放送を揚制できない以上，今後 ヨーロッバ規模での放

送が展開された場合，一国での広告規制は意味がないものにたる 。視覚と音声

にうっ たえる躍動する広告は印象も強烈であり ，宣伝効果は極めて大きいし ，

今後テレビ広告の広告に占める比重は増大するものと考えられる 。ただその前

に広告に対する規制の副こよる相違を出来るだげ接近させ，各国が等しく広告

を受入れるような情況を実現する必要がある 。法律の接近とい った技術的問題

でなく ，その背後にある考え方の接近が必要である 。Ｅ　Ｃ委員会のＤｉｒｅｃｔｉｖｅ

案は広告間題に一番大きな力点をおいているように思える
。

　４　番組作成の欧州化

　ヨーロッバではテレビジ ョソの普及，放映時問が一般的に少ないことを述べ

た。 これは ヨーロッパ人のテレピに対する考え方の違いから来ており ，その考

え方の違いというのは，テレピは娯楽よりもニュースや教育に力点をおくべき

だということである 。この考え方からするとテレビ番組にはよいものが少たい

ことになり ，従ってあまり見ないのである 。この基礎としては既に述べたよう

に欧州のテレビ市場が分断されているところに原因がある 。市場が狭隆である

とテレビ産業（特に番組の製作）の採算が不利となる 。力を入れて金をかげ良い

番組をつくるより ，安易に既製のテレビ映画を購入して放映する方が採算上有

利である 。輸入の対象とたるのは主として巨大な国内市場により規模の経済の

利益を得て有利なアメリカ製のテレビ映画である 。或は又もう少し低い率にな

るが，テレビ視聴人口の多い目本製映画である 。アメリカ製の西部劇，ソープ

オペラ ，連続家庭ドラマ等が多く人気を抽している 。又目本製のチャソバラ劇 ，

漫画，アニメーショソ等が屡々放映される 。テレビ映画は外国ものの氾濫で ，

文化的侵略，文化的植民地化を蒙っているように感じている人が多い。このこ

とが一層 ヨーロッパ人をテレビ嫌いにさせている 。

　Ｅ　Ｃのテレビ政策では欧州テレビ市場の統一と共にＥ　Ｃ内のテレビ番組の製

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５９６）
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作を促進しよろとしている 。意図している利益は二つある 。一つはＴＶ産業は

他の産業と同様に直接富と雇用の創出に貢献する 。更にこれから派生するＴＶ

イソフラストラクチ ニアの発展は更に富と雇用の創出に波及効果を及ぼすこと
，

これである 。今一つは ヨーロッバ ・テレビ番組の生産を促進することにより
，

自らの文化の優越性と多様性，即ち ヨーロッパ文化のアイデ ンティティ を自ら

が認識し，又世界に向か ってそれを主張していくことである 。文化的植民地に

賄る危機から脱出することである 。

　Ｅ　Ｃ委員会ではテレビ番組製作を促進するため，幾つかの措置を考えている 。

まず各放送局で放送する時問の中で欧州製番組の放映時間を一定時間以上に定

めようとしている 。次にヨーロッバ番組生産促進のために，特に中小規模のス

タジオ育成のために資金的，抜術的援助を考えている 。又分配（配給）面での

援助を考えている 。

　自らの番組を放送する大きな統一テレビ市場の実現は ヨーロッバ思想の伝播

に貢献し，思想 ・文化面からヨーロッバの一体性，ヨーロッパの統一をプ ッシ

ュすることになるだろう 。

Ｗ　ＥＣ委員会の指令案

　１で述べたテレビ放送の急速な変化，又それに対応して皿で述べたような全

欧州的テレビ政策の必要性等をふまえてＥ　Ｃ委員会は１９８６年５月に指令案を作

り・ 理事会に提出している 。案の考え方は既に述べたＧｒｅｅｎ　Ｐａｐｅｒにもられ

たものであるが，Ｇｒｅｅｎ　Ｐａｐｅｒでは広告放送，青少年の保護，著作権，反論

権が内容としてもられていたが，この指令案では広告，青少年の保護と著作権

だげにな っている 。

　　　　　　１）
　委員会の提案は，¢説明的なメモラソダムと　案の全文とからた っている 。

¢のメモラソダムは更に二つの部分に分かれており ，前半はこの提案が必要と

なっ て来た理由と全体的な考え方　　要するに一言でいえはテレヒノヨソ共同

　　　　　　　　　　　　　　　　（５９７）
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市場の必要性とそのための各国の政策，法令の調整の必要性　　を主張したも

のである 。後半は提案の案文を逐条に解説したもので，条文とあわせ読むと理

解の助げとなる 。以下でその解説は省略して，提案の内容の意訳 ・抄訳を記し

て条文の紹介にかえる 。

　　１）　Ｔｈｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ’ｓ　ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ　Ｐｏｌｉｃｙ，Ｐｒｏｐｏｓａｌ　ｆｏｒ　ａ　Ｃｏｕｎｃｉ１Ｄｉｒｅｃｔｉｖｅ

　　　 ｃｏｎｃｅｒｎｉｎｇ　ｂｒｏａｃａｓｔｉｎｇ　ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ，Ｂｕ１１ｅｔｉｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ＥＣ ，ＳｕｐＰ１ｅｍｅｎｔ５／８６
・

〔理事会のＤ１ｒｅｃｔｉｖｅ 案〕（１９８６４３０）

第１条　１　加盟国内で行なわれる総ての域内向け放送は発信国で適用されている国

　　　内法に従う 。

　　２　 このＤｉｒｅｃｔｉｖｅで調整がたされることを前提として，Ｅ　Ｃ加盟国は他の加盟

　　　国からの放送を受信し，又はこれを再放送することについて制限を加えてはな

　　　らない 。

　　３　 このＤｊｒｅｃｔｉｖｅは専ら第３国向けの放送に対しては適用されない 。

第２条　加盟国は域内向け放送の放送時問の少たくとも３０％をＥ　Ｃ製のプ ログラムで

　　満たし，このバーセソテージは３年以内の問に６０％以上に迄高めるようにする

　　（この放送時問の中には ニュース，スポーツ ・イベソト ，ゲーム ・シ ョー 広告 ，

　　テレテキスト ・サ ーピスは含またい）。

第３条　加盟国は域内向げテレビ放送のプ ログラム予算の少なくとも５％を独立製作

　　者によっ てつくられた番組にあてることを保証し，３年以内にこの数字は１０％以

　　上に迄高めるようにする 。

第５条　加盟国は広告の時問について一定の限度を設定し，かくすることによっ て，

　　（ａ）テレビやラジオが情報，教育，文化，興行のメデ ィアとしての機能を減殺し

　　　ないよう留意する 。

　　（ｂ）放送広告に対する需要を一方で満たし，かつ，他の広告 メデ ィアとの利害関

　　　　係をも考慮に入れる 。

第６条　１　広告放送については事前のチ ェックを受ける 。

　　２　要件が満たされていない場合は加盟国は適切た措置をとる 。

第７条　１　広告放送は広告放送であるとはっきり分るものであること 。

　　２　広告放送は他のプ ログラムと切離してブ ロヅク化すること 。

　　３　広告放送は放送されているプ ログラムの内容の一貫性をそこな ってはならた

　　　い。即ち

　　　 ａ　プ ログラムの完全性をそこた ってはならない 。

　　　ｂ　プ ログラムの自然的な切れ目に挿入するようにする 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５９８）
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第８条　広告放送は ，

　　 ａ　上品さと良い趣味をそこなわないこと 。

　　ｂ　人種的，性的差別を含まないこと 。

　　 Ｃ　宗教的，政治的信念をおしつけないこと 。

　　ｄ　正当た理由なしに恐怖の念を起こさせないこと 。

　　 ｅ　健康や安全について偏見を助長させ淀いこと
。

第９条　シガレット及びその他のタバ コの広告放送はしてはならない 。

第１０条　アルコール飲料については以下の規定に従うこと 。

　　 ａ　子供や若年層に飲酒を奨励しないこと 。

　　ｂ　身体的行動や運転と飲酒をリソクさせないこと 。

　　 Ｃ　飲酒が杜会的成功，或は性的な成功につながるような印象をもたせないこ

　　　と 。

　　ｄ　治療上の効果，興奮剤，鎮静剤，人の紛争の解決等の効果を宣伝しないこ

　　　と 。

　　 ｅ　度を越えた飲酒をすすめないこと 。

　　ｆ　飲物の内容についてアルコー ルの含有を不当に強調しないこと 。

第１１条　広告放送は子供や若年者の保護を考え以下のルールを守ること 。

　　 ａ　子供や若年者に商品やサービスを購入したい気持をおこさせたり ，判断や経

　　　験の未熟さを利用するような広告を行な ってはならない 。

　　ｂ　子供や若年者に商品やサーピスの購入について親やその他の人にねだるよう

　　　な気持をおこさせてはならない 。

　　 Ｃ　（省略）

　　ｄ　子供や若年者に危険な状況を不当に見せてはならない 。

第１２条　スポソサ ーは広告以外の点でプ ログラムの内容に不当な影響を及ぽしてはな

　　らない 。

第１３条　加盟国は日曜目及び国家の床目の目には広告放送を禁止する自由を有する 。

　　又加盟国はアルコール飲料の広告を全面的に禁止する白由を有する 。

第１４条　加盟国は国境を越えた広告放送で１目の放送時問の１５％以内ならぱその広告

　　放送の受信 ・再放送を認める 。加盟国は自国内で１又は幾つかの局で広告放送が

　　行なわれており ，その時問が放送時問の１５劣以上になる場合，国境を越えてや っ

　　てくる放送に対しても同じだけの時問の広告放送を認めねぱならない 。

第１５条　１　加盟国は域内放送が子供や若年老の肉体的，精神的，道徳的発達を大き

　　　く阻害するようなプ ログラム ，特にポルノグラフィ ，暴行 シーソ，民族嫌悪を

　　　もたらすようなものを含まないよう留意する 。

　　２　国家は事前に点検し，１に該当するようなものはその修正を要求するように

　　　する 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５９９）



９６　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３６巻 ・第４ ・５号）

第１６条　国家は子供，若年者の保護について一層詳細な，厳格な ノレーノレを定める自由

　　を有する 。

第１７条　他の加盟国からの放送をケーブ ノレを使用して再放送する場合，著作権その他

　　の権利を尊重し，特に著作権所有者とケーブル放送を行う者との問の契約の協定

　　にもとづいて行なわれる 。ケーブル放送を行なうものは契約協定の締結以前に ，

　　或は法律上のライセソスを得る以前に再放送を行な った場合は，再放送のなされ

　　た国の法律に基づき，民法上，刑法上の曲裁をうげる
。

第１８条　他の加盟国からの放送を変更せず，短縮せず，そのまま同時放送を行なうこ

　　　とが，薯作権の行使によっ て阻げられている場合，ケーブル放送を行なう者はそ

　　の事実を自国政府に通知する 。政府はその通知をうげてから２年以内に法に基づ

　　　くライセソスを与えることによっ て再放送を可能にすることができる 。そのよう

　　なライセソスは上記２年以内に両当事者間の契約協定が成立すれぱ与える必要は

　　なくなる 。

第１９条　第１８条の法に基づくライセソスを与える場合，著作権等の所有者に適切な報

　　酬を保証することが必要である 。

第２０条　（省略）

第２１条　放送，放送広告，域内放送，国境を越える放送等についての定義がこの条で

　　下されている（内容は省略）。

　この指令案の審議についてであるが，各国のレベルで或は欧州議会，更には

Ｅ　Ｃのレヘノレを超えた欧州評議会（Ｃｏｕｎｃ・１ｏｆ　Ｅｕｒｏｐｅ）で議論された。Ｅ　Ｃ理事

会で決定が下されたという情報は未だ得てい液い 。

　問題とされた点は，まずＥ　Ｃの（特にＥ　Ｅ　Ｃの）権限と放送との関係である
。

即ちＥ　Ｅ　Ｃは経済共同体であり ，放送は内容としては文化の問題である 。Ｅ　Ｃ

が文化面迄規制する権限があるのか，という点である 。これに対するＥ　Ｃ委員

会筋の考え方は，これは ローマ条約第６０条のサ ーヒス提供の自由の問題として ，

或は文化にかかわるとしても，商品移動の自由と関連して，例えぱ新聞，雑誌 ，

書籍，更には音楽を録音したレコードやカセット ・テープ，又ビデオ ・テープ

の流通の自由と同列のものとみている 。逆に反対の側の主張としては文化は普

遍的，ユニ バー サルなもので，まるでソーセージを輸切りにするようにＥＣ製

作番組の比率を具体的にバーセソト迄示して規制することの問題とか，事前検

閲の問題とかが問題として提起されている 。その他の問題としては，衛星放送

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６００）



　　　　　　　　　　　　　　Ｅ　Ｃのテレビ政策（清水）　　　　　　　　　　　　　　９７

はＥ　Ｃのみでなく北欧諸国，或は地中海を越えてアフリカ北部の諸国迄つつみ

込んだ問題でＥＣという枠の中で議論する問題ではないのではないかという主

張， 或は小国のナショ ナノレ ．イソタレスト ，ローカノレ ・カノレチ ュアをどう保護

するか等も問題とたるだろう 。中々すらりとはいかたい問題である 。ここに紹

介したＤｉｒｅｃｔｉｖｅ 案は一，
他の多くのＤｉｒｅｃｔｉｖｅ 案がそうであ ったように，或

は棚ざらしのままに終るかも知れたい。しかし衛星放送の現実は既に進行しつ

つあるのである 。

　　本稿は昭和６２年度の内地留学の成果であると共に，昭和６１年度に受けた村田学術振

　興財団研究助成（山手治之代表「Ｅ　Ｃ法の総合的研究」）の一環でもある。謝意を表

　したい 。

（６０１）




